
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市住生活基本計画 
一人ひとりが愛着をもって住み続けたくなるまちの実現 

 

《平成２８年度 見直し版》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市 



 

は じ め に  

 

久留米市は、水や緑の豊かな自然に恵まれるとと 

もに、交通の要衝に位置し、古くから筑後地域の中 

心都市として栄えてきました。また、全国トップレ 

ベルの医師数と医療機関が集積した高度医療都市で 

あり、福岡県最大の農業生産都市でもあります。 

 

恵まれた自然環境、充実した都市機能、素晴らしい地域資源など、たくさん

の魅力がある久留米市を、より住みやすいまちにするため、住宅そのもののみ

ならず、地域におけるコミュニティ、交通や福祉といった居住サービスなどの

住生活の向上を目的に、「久留米市住生活基本計画」を策定し、「一人ひとりが

愛着をもって住み続けたくなるまちの実現」を目指すべき将来像として、その

実現に向け、市民の皆さんの住生活を向上させるさまざまな施策を実施して参

りました。 

 

そのような中、急速な人口減少と高齢化による状況の変化を踏まえ、国が「住

生活基本計画（全国計画）」を変更したこと、並びに久留米市においても、住生

活を取り巻く状況や社会情勢の変化、平成２３年の計画策定から５年が経過し

たことを踏まえ、計画の見直しを行いました。 

 

今回の見直しでは、目指すべき将来像はそのままに、空き家対策の取り組み

や、高齢者や障害者などに対する住宅セーフティネットの一層の充実を推進す

るとともに、住宅の質の向上や住み替えを希望する方への支援などを含め、取

り組みの視点や施策の方向性等について整理しました。 

 

今後とも、「久留米市住生活基本計画」を住宅行政の指針として、市民・事業

者の皆さまと協働して事業を実施し、より良い久留米市の実現をめざして参り

ますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、計画の見直しにあたりまして、ご尽力を賜りました久留米市住生活

基本計画検討委員会委員の皆さま、貴重なご意見をお寄せいただいた皆さまに

心から感謝を申し上げます。 

 

平成２９年３月   

久留米市長  楢 原 利 則  
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第１章 計画の見直しにあたって 

１ 計画の目的及び見直しの経緯等 

久留米市では、「住生活基本法」（平成１８年法律第６１号）の基本理念に

基づいて、市民が安心して生活できる住まいづくり・まちづくりを計画的、

総合的に推進していくことを目的に、平成２３年度から３２年度までの１０

年間を計画期間とする「久留米市住生活基本計画」（以下、「本計画」という。）

を策定し、『一人ひとりが愛着をもって住み続けたくなるまちの実現』を目

指すべき将来像としています。 

本計画の推進にあたっては、「住宅の質の向上」「住宅市場の環境整備」「住

宅セーフティネットの充実」「地域の特性に応じたまちづくり」の４つを基

本目標に掲げ、様々な施策を実施するとともに、今後の社会情勢の動向及び

施策の効果を踏まえ、概ね５年後に見直しを行うとしていました。 

今回の計画見直しでは、本計画の根幹としていた目指すべき将来像はその

ままに、計画策定からこれまでの間の「久留米市新総合計画第３次基本計画」

や「久留米市キラリ創生総合戦略」の策定、「住生活基本計画（全国計画）」

の変更及び空き家の増加など住宅政策を取り巻く環境の変化等を踏まえ、久

留米市における住宅政策の方向性を示します。 

 

２ 計画期間 

本計画は、平成２３年度から平成３２年度までの１０か年計画であること

から、見直し後から平成３２年度までを計画の後期期間とします。 

なお、今後の社会経済情勢の動向や住生活を取り巻く環境に大きな変化が

生じた場合、又は、上位計画の施策の方向性等に齟齬が生じ整合性が確保で

きなくなる可能性がある場合には、必要に応じ計画の見直しを行います。 

 

最終年度 
平成32年度 

初年度 
平成23年度 

【 見直し 】 
平成28年度 

平成27年度 

前 期 

（平成２３年度 ～ 平成２７年度） 

後 期 

（平成２８年度 ～ 平成３２年度） 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は「久留米市新総合計画」を上位計画とし、国及び福岡県の「住生

活基本計画」等との連携を図り、久留米市全体の住宅施策に関する指針とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「久留米市キラリ創生総合戦略」では、「住み続けたいと思う市民の

割合を高める」という基本目標が設定されており、本計画においても当該目

標の達成に資するよう取り組みを進めます。 

 

 

久留米市キラリ創生総合戦略（抄） 

第３章 創生総合戦略 ～政策事業～ 

４．安心な暮らしを守る 

● 基本目標 ･･････ 住み続けたいと思う市民の割合を高める 

● 数値目標 

指標 現状値 目標値 

住み続けたいと思う 

市民の割合 

平成２６年度 

７５.４ ％ 

平成３１年度 

８０.０ ％ 

 

 

住生活基本法 

福岡県 

住生活基本計画 

住生活基本計画 

（全国計画） 

久留米市 

住生活基本計画 

関連する計画 

久留米市耐震改修促進計画 

久留米市環境基本計画 

久留米市第６期高齢者福祉計画 

及び介護保険事業計画 

くるめ子どもの笑顔プラン 

久留米市景観計画  など 
久留米市営住宅 

長寿命化計画 

久留米市新総合計画 

久留米市キラリ創生総合戦略 
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第２章 目指すべき将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅は、人生の大半を過ごす欠くことのできない生活の基盤であり、憩い、

安らぐことのできるかけがえのない空間です。また、都市やまちなみの重要

な構成要素であり、社会生活や地域のコミュニティ活動を支える拠点でもあ

ります。 

国の「住生活基本法」では、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する

施策を、総合的かつ計画的に推進することが謳われており、地域の特性に応

じた施策を通して住宅の質や住環境を向上させることにより、市民が愛着を

もって住み続けたくなることが、久留米市全体の持続的な発展と安定に繋が

るものであるといえ、目指すべき住生活の将来像を『一人ひとりが愛着をも

って住み続けたくなるまちの実現』とします。 

目指すべき将来像の実現に向け、前期期間における取り組みの状況や、市

民意識調査の結果などから見えてくる課題について次章以降で整理すると

ともに、基本的な施策を示します。 

なお、計画の推進にあたっては、行政のみならず、市民、住まいづくりに

関わる民間事業者等をはじめとする様々な関係者が、連携・協働して取り組

むこととします。 

 

 

 

 

目指すべき住生活の将来像 

『一人ひとりが愛着をもって住み続けたくなるまちの実現』 
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第３章 住生活をめぐる現状と課題 

１ 前期期間の評価及び現状 

久留米市住生活基本計画の前期期間（平成２３年度から平成２７年度）に

おける取り組みの状況や統計結果等をもとに、前期期間の評価及び現状を以

下のとおり整理します。 

 

(1) 住宅の質の向上 

「木造住宅耐震改修助成事業」、「住宅リフォーム助成事業」等による支

援や「住まいづくりの手引き」等による啓発等の取り組みにより、質の向

上を図ることで、住宅における耐震性、省エネ性、バリアフリーなどの住

宅性能は向上するとともに、安全で質の高い、良質な住宅ストックは増加

していると言えるため、今後はその住宅を長く使うためのメンテナンスや、

家族構成の変化に応じて間取り等を容易に改修できる住宅の普及を進め

る必要があります。一方で高齢者はバリアフリー化されていない住宅に住

んでいる傾向がみられるなど、引き続き安全で安心して暮らせる住宅づく

りを促進していく必要があります。 

・ 住宅の耐震化率      【 79.1 ％（平成21） ⇒ 81.9 ％（平成26）】 

資料：市都市建設部建築指導課 

・ 住宅の省エネルギー設備等の設置割合（二重サッシ又は複層ガラスの窓） 

【 11.7 ％（平成20） ⇒ 16.7 ％（平成25）】 

・ 住宅のバリアフリー化率  【 46.9 ％（平成20） ⇒ 51.1 ％（平成25）】 

・ 高齢者がいる住宅のバリアフリー化率 

【 35.6 ％（平成20） ⇒ 42.3 ％（平成25）】 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 

 

 

(2) 住宅市場の環境整備 

総務省が実施した「平成２５年住宅・土地統計調査」の結果をみると、

久留米市における空き家の総数は減少しておりますが、賃貸や売却用等以

外の「その他空き家」の数は増加しており、「その他空き家」が管理され 
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ず放置されると、周辺住民に対して防災、衛生、景観等の生活環境に影響

を及ぼすことが懸念されるため、活用されていない空き家を中古住宅とし

て流通させる「空き家情報バンク」の取組みを実施しておりますが、登録

件数は少ない状況です。空き家の放置等を防ぐためにも、住宅の状態が良

いうちに空き家を流通に乗せるための仕組みを充実、活性化させるととも

に、安心して取引ができるように消費者保護の取り組みを進める必要があ

ります。 

また、既存住宅流通市場の中で様々なニーズに対応した良質な住まいの

選択が出来るよう、住宅のリフォーム等を促進するとともに、既存住宅の

流通やライフステージに応じた住み替えについても更に促進していく必

要があります。 

・ 空き家総数      【 18,260 戸（平成20） ⇒ 16,970 戸（平成25）】 

・ 賃貸や売却用等以外の「その他空き家」数 

【 5,050 戸（平成20） ⇒ 5,330 戸（平成25）】 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 

 

 

(3) 住宅セーフティネットの充実 

前期期間における市営住宅の供給目標は達成（目標値 1,300戸、実績値 

1,374戸）していますが、住宅確保要配慮者の居住の安定確保のためにも、

民間賃貸住宅を含めた住宅市場全体での住宅セーフティネットの充実と、

相談体制の強化を図る必要があります。 

なお、市営住宅については、老朽化した住宅の建替えを進め、老朽木造

住宅の解消、バリアフリー化率の向上、多様な世帯に応じた型別供給（２

ＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫ等）への対応など、安全安心な居住環境の整備

と住宅の質の向上に努めました。 

・ 市営木造老朽住宅の数     【 475 戸（平成23） ⇒ 67 戸（平成27）】 

・ バリアフリー対応市営住宅の供給率 

【 15.1 ％（平成23） ⇒ 30.6 ％（平成27）】 

資料：市都市建設部住宅政策課 
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(4) 地域の特性に応じたまちづくり 

街なか（中心市街地）では、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業

により、狭小宅地の解消や土地の高度利用が進んでおり、また地域優良賃

貸住宅の供給が図られるなど、人口は増加し、居住機能の強化は図られて

います。一方、郊外住宅団地では、住環境の向上に取り組んできましたが、

駐車場の整備による住環境改善など市営住宅において実施したものが多

く、地域全体での取り組みに見直す必要があります。 

さらに、各地域における安全安心な住環境への取り組みについては、

様々な世代や世帯が安全に暮らせるような、活力あるコミュニティづくり

を引き続き図っていく必要があります。 

・街なかの人口      【 13,987 人（平成23） ⇒ 15,455 人（平成27）】 

資料：市都市建設部まちなか整備課 

・郊外住宅団地（モデル地域：青峰校区）の人口 

【 3,878 人（平成23） ⇒ 3,440 人（平成27）】 

・郊外住宅団地（モデル地域：青峰校区）の高齢化率  

【 26.8 ％（平成23） ⇒ 35.9 ％（平成27）】 

資料：住民基本台帳月報（各年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期期間の実施状況からみた課題 

基本目標１：住宅の質の向上 

●住宅の耐震化            ●高齢者が住む古い住宅のバリアフリー 

●高齢者が自立して暮らせる住宅の普及 ●戸建て住宅のメンテナンスの普及 

●間取りや設備などを柔軟に変えられる長く使われる住宅の普及 

基本目標２：住宅市場の環境整備 

●中古住宅ニーズの需要の喚起     ●ライフステージに応じた住替えの促進 

●消費者保護 

基本目標３：住宅セーフティネットの充実 

●住宅確保要配慮者等の円滑入居    ●相談体制の充実 

基本目標４：地域の特性に応じたまちづくり 

●郊外住宅団地の方向性検討      ●地域優良賃貸住宅制度運用の見直し 

●居住環境としての町並みや景観のとらえ方 

●高齢化した地域への支援 



７ 

２ 平成２６年市民意識調査の結果 

 

(1) 調査項目の結果 

・街なか居住 

「街なか（中心市街地）に住みたい」 ・・・・・・・・・・・・ 28.3％ 

街なかに住みたいと思っている人は約３割。２０歳代男女と５０歳

代女性で街なかへの居住意向が高くなっています。 

・高齢になったときに必要な住環境 

「買い物の利便性」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74.8％ 

「医療機関に近い」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.7％ 

「交通の利便性（歩いて暮らせる）」 ・・・・・・・・・・・・ 42.1％ 

高齢になったときに必要な住環境１位は「買い物の利便性」。次いで

「医療機関に近い」「交通の利便性」と日ごろの生活の便利さに関わる

ものが上位になっています。 

性別、年齢別では「買い物の利便性」は５０歳代女性、「交通の利便

性」は２０歳代女性が比較的高く、「医療機関に近い」は６０歳以上の

年齢層で高くなっています。 

・今後必要な住宅施策 

「暮らしやすい住環境（上下水道、道路など）の整備」 ・・・ 38.6％ 

「高齢者･障害者などが住んでいる住宅を 

 バリアフリーにするための支援」 ・・・・・・・・・・・・・ 32.7％ 

「人口の減少や高齢化が進行している地区への 

 居住を進めるための取り組み」 ・・・・・・・・・・・・・・ 28.1％ 

暮らしやすい住環境の整備への要望が約４割で最も高くなっていま

す。年齢別では「高齢者･障害者などが住んでいる住宅をバリアフリー

にするための支援」では年齢が上がるほど高くなっています。 

「人口の減少や高齢化が進行している地区への居住を進めるための

取り組み」では約３割と高く郊外、且つ年齢が上がるほど高くなって

います。 
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(2) 調査結果からみた課題 

「高齢期の住環境」の結果をみると、必要とされている商業施設、医療

機関及び交通機関がある、利便性の高いエリアへの居住を勧める必要があ

ります。 

「今後必要な住宅施策」の「高齢者･障害者などが住んでいる住宅をバリ

アフリーにするための支援」については、年齢が上がるほど高くなってい

ることから、バリアフリーがされていない住宅に住んでいる高齢者や高齢

期に入る前の世代に対するバリアフリーの普及啓発が求められています。 

また、「人口の減少や高齢化が進行している地区への居住を進めるため

の取り組み」については、郊外で高齢者のニーズが高くなっており、郊外

人口の世代バランスを図る取り組み等が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 住宅政策に関連する市の計画等 

久留米市では、平成２７年１０月に「まち・ひと・しごと創生法」に基づ

き、今後５年間の目標や施策の基本的方向・具体的な施策をまとめた「久留

米市キラリ創生総合戦略（久留米市まち・ひと・しごと創生総合戦略）」を

策定し、中でも移住定住（人口の維持）を課題として掲げています。 

また、市の都市計画に関する基本的な方針である「都市計画マスタープラ

ン」では、居住、商業、業務、教育、文化などの多様な機能がコンパクトに

まとまった生活圏の形成を目指し、中心拠点、地域生活拠点等を核としたエ

リアへの居住の推進を掲げています。 

 

平成２６年市民意識調査の結果からみた課題 

◆利便性の高いエリアへの居住の推進 

◆バリアフリーがなされていない住宅に住んでいる高齢者や 

高齢期に入る前の世代に対する、バリアフリーの普及啓発 

◆人口の減少や高齢化が進行している地区への居住を進めるための取り組み 
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さらには、平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」

の施行による特定空き家の除却やその他空き家の活用、並びに厚生労働省や

国土交通省が進める地域包括ケアシステムの構築などの課題を整理する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 変更後の「住生活基本計画(全国計画)」が示す課題 

平成２７年度に変更が行われた住生活基本計画（全国計画）において示さ

れた課題については、久留米市においても取り組むべき課題とします。 

 

住宅政策に関連する市の計画等からみた課題 

■キラリ創生総合戦略（人口減少と超高齢社会対策） 

・移住･定住施策（人口の維持） 

■中心拠点、地域生活拠点を核としたエリアへの居住の推進 

■空き家対策 

・空き家の利活用と除却 

・中古住宅の需要の喚起 

■地域包括ケアシステムの構築 

・住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる 

地域づくり 

住生活基本計画(全国計画)の中で市が取り組むべき課題 

▼少子高齢化･人口減少の急速な進展。 

・人口減少と少子高齢化 

・地方圏の人口減少と継続･増大する大都市圏への人口流出 

・生活保護受給世帯の状況 

▼世帯数の減少により空き家がさらに増加 

▼地域のコミュニティが希薄化しているなど居住環境の質が低下 

▼少子高齢化と人口減少が、住宅政策上の諸問題の根本的な要因 

▼リフォーム･既存住宅流通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ 

▼マンションの老朽化･空き家の増加により、防災･治安･衛生面での課題が 

顕在化するおそれ 
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第４章 取り組みの視点 

前期期間においては、「住宅の質の向上」「住宅市場の環境整備」「住宅セー

フティネットの充実」「地域の特性に応じたまちづくり」という、４つの基本

目標を掲げて取り組みを進めてきました。 

今回の見直しにあたっては、全面的に変更された｢住生活基本計画(全国計

画)｣の基本的方針を踏まえ、前章で抽出した課題を整理し、本計画の目指す

べき将来像の実現に向け、『ひと』『住まい』『地域』の３つの視点を持って取

り組みの体系化を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住生活基本計画(全国計画) 基本的方針【抄】 

≪３つの視点から８つの目標を設定≫ 

①「居住者からの視点」 

目標１ 結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

目標２ 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

②「住宅ストックからの視点」 

目標４ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

目標５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新 

目標６ 急増する空き家の活用・除却の促進 

③「産業・地域からの視点」 

目標７ 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長 

目標８ 住宅地の魅力の維持・向上 

 『ひと』の視点に立ち、家族形態に応じたニーズ、ライフステージ
に応じたニーズなど、多様なニーズに応じた住まいを選択、確保でき
る環境の実現、高齢者、障害者など住宅の確保に特に配慮を要する者
の居住の安定確保などを中心に取り組みます。 
さらに、若年・子育て世帯、移住希望者に向けた新たな施策に取り

組みます。 

ひ と 

 『住まい』のあり方を考え、「いいものをつくって、きちんと手入
れして、長く大切に使うこと」などを中心に取り組みます。 
さらに、若年・子育て世帯などに焦点を当てた居住環境づくりやリ

フォーム・リノベーションによる空き家の再生などの新たな施策に取
り組みます。 

住まい 

 『地域』における住環境の向上を図るため、住宅そのもののみなら
ず、地域のコミュニティ、交通の利便性、福祉サービス等の維持・向
上及び自然環境・歴史的資源等を活かした良好な住環境の維持・形成
を目的とした施策などを中心に取り組みます。 
さらに、エリアマネジメントの手法を取り入れた地域の一体的な住

環境・付加価値の向上に向けた新たな施策に取り組みます。 

地 域 
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目指すべき住生活の将来像 『一人ひとりが愛着をもって住み続けたくなるまちの実現』

◆H26市民意識調査の
結果からみた課題

高齢期の住環境

地域の高齢化

■住宅政策に関連する
市の計画等

キラリ創生総合戦略

空き家対策

都市計画マスタープラン

地域包括ケアシステム

▼変更後の全国計画の中
で市が取り組むべき課題

若年・子育て世帯

高齢者

空き家

既存住宅の流通

●前期期間の実施状況
からみた課題

耐震化の推進

バリアフリーの推進

多様な居住ニーズの実現

既存住宅の流通促進

住宅確保要配慮者の

居住安定

郊外住宅団地等の再生

課 題 の 整 理 政 策 目 標

全
国
計
画
の
変
更
を
踏
ま
え
「
人
」
「
住
宅
」
「
地
域
」
の
視
点
で
整
理

課
題
を
解
決
し
「
目
指
す
べ
き
将
来
像
」
の
実
現
に
向
け
て

目標３ 消費者保護制度の普及

○ 不動産取引に関するリスクの解消

目標２ 住宅セーフティネット機能の充実

○ 市営住宅の適切な運営

○ 高齢者、障害者、子育て世帯等が安心して入居できる環境の整備

目標１ 多様な住まい方の普及

○ ライフステージやライフスタイルに応じた住み替えの普及
○ 空き家などの住宅ストックの有効活用

○ 住宅に関する相談窓口の連携強化

目標４ 誰もが安心して暮らせる住宅づくり

○ 災害や環境などに配慮した住宅の普及
○ ユニバーサルデザインの視点を持った住宅内の安全確保

目標６ 住宅整備のストック活用型への転換

○ 長期間にわたって使用可能な住宅の蓄積
○ 適切な維持管理等による住宅の長寿命化

○ 空き家を含む住宅ストックの再生

目標５ 多様なニーズに応じた住宅の供給促進

○ 既存住宅のリフォームやリノベーションによる多様性の実現

○ 高齢者、障害者、子育て世帯向け住宅の整備

目標９ 良好なまちなみや景観の維持・形成

○ 自然や歴史、都市景観を活かしたまちなみの形成
○ 空き家を地域資源として活用したまちなみの形成

目標８ 郊外住宅団地の住環境の向上

○ 高齢化が進んだ郊外住宅団地におけるモデル的施策の実施

○ 市営住宅の利便性向上

目標７ 持続可能な住環境づくり

○ 中心拠点、地域生活拠点等を核としたエリアへの居住の推進
○ 安全安心な住環境整備の推進

○ 地域包括ケアシステムを支える住環境整備の推進

人
の
視
点

変更後の全国計画の中で市が取り組むべき課題
▼少子高齢化･人口減少の急速な進展。
・地方圏の人口減少と継続･増大する大都市圏への人口流出

・生活保護受給世帯の状況
▼少子高齢化と人口減少が、住宅政策上の諸問題の根本的な要因

住宅政策に関連する市の計画等からみた課題
■キラリ創生総合戦略（人口減少と超高齢社会対策）
・移住･定住施策（人口の維持）

■空き家対策
・中古住宅の需要の喚起

■地域包括ケアシステム

・住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域づくり

前期期間の実施状況からみた課題
●ライフステージに応じた住替えの促進 ●中古住宅の需要の喚起
●高齢者が自立して暮らせる住宅の普及 ●地域優良賃貸住宅制度運用の見直し

●相談体制の充実 ●住宅確保要配慮者等の円滑入居 ●消費者保護

H２６年市民意識調査の結果からみた課題
◆利便性の高いエリアへの居住の推進
◆バリアフリーがされていない住宅に住んでいる高齢者や

高齢期に入る前の世代に対するバリアフリーの普及啓発

地
域
の
視
点

変更後の全国計画の中で市が取り組むべき課題
▼地域のコミュニティが希薄化しているなど居住環境の質が低下

住宅政策に関連する市の計画等からみた課題
■キラリ創生総合戦略（人口減少と超高齢社会対策）

・移住･定住施策（人口の維持）

■中心拠点、地域生活拠点等を核としたエリアへの居住の推進
■地域包括ケアシステム

・住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域づくり

前期期間の実施状況からみた課題
●高齢化した地域への支援 ●郊外住宅団地の方向性検討

●居住環境としての町並みや景観のとらえ方

H２６年市民意識調査の結果からみた課題
◆人口の減少や高齢化が進行している地区への居住を進めるための取り組み

住
宅
の
視
点

変更後の全国計画の中で市が取り組むべき課題
▼世帯数の減少により空き家がさらに増加

▼リフォーム･既存住宅流通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ

▼マンションの老朽化･空き家の増加により、防災･治安･衛生面の課題が顕在化するおそれ

住宅政策に関連する市の計画等からみた課題
■地域包括ケアシステム

・住み慣れた地域で、最期まで自分らしい暮らしを続けることができる住宅の確保

■空き家対策

・空き家の利活用と除却

前期期間の実施状況からみた課題
●住宅の耐震化 ●高齢者が住む古い住宅のバリアフリー ●中古住宅の需要の喚起
●高齢者が自立して暮らせる住宅の普及 ●戸建て住宅のメンテナンスの普及

●間取りや設備などを柔軟に変えることのできる長く使われる住宅の普及

H２６年市民意識調査の結果からみた課題
◆利便性の高いエリアへの居住の推進
◆バリアフリーがされていない住宅に住んでいる高齢者や

高齢期に入る前の世代に対するバリアフリーの普及啓発

取り組みの視点

ひ と

住まい

地 域
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第５章 政策目標と基本的な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ライフステージやライフスタイルに応じた住み替えの普及 

○ 三世代同居・近居など、家族において世代間で助け合いながら子や孫を

育てることができる居住環境づくりを支援します。 

○ 住み替えに関する相談体制を整備するとともに、住み替えにあたっては

住宅資産の活用を啓発します。 

○ 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯向けに供給されている「地域優良

賃貸住宅」など、世帯状況に応じた住宅についての情報を周知します。 

○ 住み替え希望者へ、暮らし体験や地域住民との交流の機会を提供するた

め、空き家を活用したお試しハウスの整備などに取り組みます。 

 

(2) 空き家などの住宅ストックの有効活用 

○ 空き家の利活用、中古住宅の流通を促すため、「久留米市空き家情報バ

ンク」制度を広く周知します。 

○ 中古住宅を取得してリフォームする方に、支援を行います。 

○ 福岡県が実施する「リノベーション推進事業補助金」など、中古住宅購

入者に対する支援策を周知します。 

 

 

 

ライフステージやライフスタイルに応じた住み替えを促すとともに、

既存住宅流通市場の活性化を含め、空き家などの住宅ストックの有効活

用を図りながら、移住・定住希望者に向けた支援も行います。 

また、住宅に関する相談窓口の連携を強化し、活用しやすい体制づく

りを行います。 

目標１ 多様な住まい方の普及 
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(3) 住宅に関する相談窓口の連携強化 

○ 空き家所有者に対する相談体制などを整備して、現在設置している「住

まいの相談窓口」を拡充するとともに、既存の相談窓口や民間団体など

との連携を強化し、活用しやすい体制を構築します。 

○ バリアフリーや耐震改修工事を検討している方に助言を行う、福岡県建

築住宅センターの「住まいの安心リフォームアドバイザー派遣制度」の

活用を促進します。 

○ 高齢者世帯等が安心して相談できる場として、福岡県、福岡県住宅供給

公社、民間の介護事業者と共同運営する、「くらしおん住まいと暮らし

の相談室」の活用を促進します。 
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(1) 市営住宅の適切な運営 

○ 募集戸数については、人口、世帯数、民間賃貸住宅の供給数や空室状況

などを基に設定するとともに、適宜状況に応じた見直しを行います。 

○ 住宅セーフティネットの機能強化のため、高齢者、障害者、ＤＶ被害者

等の住宅に困窮している世帯を対象に、入居機会の拡大を図ります。 

○ 子育て世帯の居住支援のために、「特定公共賃貸住宅」を活用します。 

○ 「久留米市営住宅長寿命化計画」を見直し、中長期的な視点を持ち、型

別供給の割合を見直すなどして、市営住宅の改修や建替えを行います。 

○ 指定管理者制度の導入など、入居者へのサービス向上と管理の効率化を

図ります。 

 

(2) 高齢者、障害者、子育て世帯等が安心して入居できる環境の整備 

○ 民間事業者による、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯向けの「地域

優良賃貸住宅」の整備を支援し、市営住宅とともに重層的な住宅セーフ

ティネットを構築します。 

○ 公的な家賃債務保証制度の活用を促進するなど、高齢者、障害者、子育

て世帯等の賃貸住宅への入居を支援します。 

○ 低所得の高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯に向けて供給される「住

宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」を活用した民間賃貸住宅の情報

を広く周知します。 

 

 

市営住宅は、住宅セーフティネットの重要な施策のひとつとして位置

づけられており、その管理・運営については、入居者に応じ適切に対応

します。 

また、少子高齢化の進展に伴い、民間賃貸住宅を含めた住宅市場全体

での住宅セーフティネットを充実させることが必要であり、家賃債務保

証等のソフト面での取組みを充実させることで、高齢者、障害者、子育

て世帯等が安心して入居できる環境の整備を進めます。 

目標２ 住宅セーフティネット機能の充実 



１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 不動産取引に関するリスクの解消 

○ 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等に基づき、新

築住宅への１０年間の瑕疵担保責任が履行されることで、消費者の保護

が確保されるよう、啓発に努めます。 

○ 当事者がともに安心して取引を行えるよう、福岡県の「住まいの健康診

断」の活用を促進します。 

○ 購入前の不安の解消や購入後のトラブルの解決のための相談窓口を広

く周知、案内することにより、不安解消による取引の活性化、また、ト

ラブルの事前回避や消費者保護を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の取得や改修等は、一生を通じて通常何度も経験するものではな

く、また、トラブル防止のためには、専門的知識を必要とする場合が多

いことから、消費者保護に資する制度の普及を図ります。 

目標３ 消費者保護制度の普及 



１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 災害や環境などに配慮した住宅の普及 

○ 地震による倒壊などの被害から市民の生命、身体及び財産を保護するた

め「久留米市耐震改修促進計画」に則して、耐震診断や耐震改修を総合

的かつ計画的に推進します。 

○ 「久留米市環境基本計画」に基づき、新築やリフォームなどの際に、断

熱性向上に資する製品を利用するなど、省エネを考えた低炭素型の住ま

いづくりを促進します。 

 

(2)ユニバーサルデザインの視点を持った住宅内の安全の確保 

○ 住宅内の設備等について、高齢者や障害者をはじめとしたすべての人が

安全で快適に利用できるデザインを用いたユニバーサルデザインが普

及するよう、情報提供を行います。 

○ 手すりの設置や段差の解消など、住宅のバリアフリー化を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震や台風などの災害に対する住宅の安全性の向上を目的とした改

修を促進するとともに、低炭素型の住まいづくりを促進し、良質な住宅

ストックの形成を推進します。また、住宅のバリアフリー化により、転

倒などの事故防止を図り、住宅内の安全の確保を推進します。 

目標４ 誰もが安心して暮らせる住宅づくり 



１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 既存住宅のリフォームやリノベーションによる多様性の実現 

○ 色々な居住形態を求めている人に対するリフォームやリノベーション

の支援や、様々な手法が普及するような情報を発信します。 

 

(2) 高齢者、障害者、子育て世帯等向け住宅の整備 

○ 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯向けに、居住環境が良好な「地域

優良賃貸住宅」の整備を促進するとともに、高齢者が安心できる住まい

を確保するため、「サービス付き高齢者向け住宅」の整備を促進します。 

○ 子育てしやすい仕様に整備されたマンションなどの共同住宅を、子育て

支援住宅として認定する仕組みづくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフステージやライフスタイルに応じた住み替えを促すため、新築

住宅での供給のみならず、良質な中古住宅の供給を図ります。また、多

様なニーズに対応するため、高齢者、障害者、子育て世帯等向けの住宅

整備を促進します。 

目標５ 多様なニーズに応じた住宅の供給促進 



１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 長期間にわたって使用可能な住宅の蓄積 

○ ライフステージやライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能

な構造など、数世代にわたって住み続けることが可能な住宅の普及のた

めの情報提供を行います。 

 

(2) 適切な維持管理等による住宅の長寿命化 

○ 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられ、適正に維持

管理することにより、長く利用できる「長期優良住宅」に係る制度の普

及を促進します。 

○ 分譲マンションの管理組合を対象にしたセミナー等を開催するなど、長

期的に利用できるよう適切な維持管理の啓発に努めます。 

○ 民間賃貸住宅の修繕計画の策定や修繕費用の積み立てに対する意識啓

発のための情報提供を行います。 

 

(3) 空き家を含む住宅ストックの再生 

○ リフォームやリノベーションによる新たな付加価値のある住宅の再生

を推進するとともに、一部の空き家については地域の交流の場として活

用するなど、住宅以外の用途へ活用します。 

○ 老朽化が著しく活用することが困難な空き家等については、除却を促進

することで、住環境の改善を図るとともに、除却後の跡地について、有

効活用を促進します。 

 

 

住宅は建築から月日が経てば経つほど、住宅の劣化と合わせて価値が

低下するため、管理とリフォームを適切に実施し、価値の低下を抑え、

次の世代へ継承できる住まいづくりの普及に向けた情報発信を行うと

ともに、リフォームやリノベーションによる既存住宅の再生やマンショ

ンの適時適切な管理修繕の実施を促すなど、良質な住宅ストックの形成

に向けた取り組みを進めます。 

目標６ 住宅整備のストック活用型への転換 



１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 中心拠点、地域生活拠点等を核としたエリアへの居住の推進 

○ 比較的利便性が高い中心拠点や地域生活拠点等を核としたエリアへの

居住の誘導や、住宅の建設を促す取り組みを検討します。併せて、郊外

部等の既存集落における住環境の維持に努めます。 

 

(2) 安全安心な住環境整備の推進 

○ 地域コミュニティや各種の自主防犯団体の活動支援や、地域との連携・

協働による防犯灯の整備、街頭防犯カメラの増設など、セーフコミュニ

ティ活動を推進し、安全安心な住環境の向上を図ります。 

○「くるめ子どもの笑顔プラン」に基づき、地域での子育て支援活動を促

進するなど、子どもたちが安心して楽しく過ごせる安全な地域づくりを

推進します。 

 

(3) 地域包括ケアシステムを支える住環境整備の推進 

○ 生活の基盤であり、安心して暮らせる住宅を、世帯の状況に応じ確保で

きるよう支援することで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続する

ことができる住環境の整備に努めます。 

○ 「サービス付き高齢者向け住宅」の整備促進等に当たっては、地域の高

齢者人口や、公共交通機関をはじめとする様々なサービスを利用しやす

い立地などを勘案し、その効果的な配置に取り組みます。 

 

 

 

 

これからの人口減少、超高齢社会を見据え、将来にわたって持続可能

な都市構造への転換を図りながら、交通、買い物、医療、教育等に関し

て、居住者の利便性や防犯性を向上させ、どの世代も安心して暮らすこ

とができる住環境の維持向上を推進します。 

目標７ 持続可能な住環境づくり 



２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高齢化が進んだ郊外住宅団地におけるモデル的施策の実施 

○ 子育て世帯等の若年層を呼び込むなど、地域と協働してコミュニティ活

動の維持、促進を図ります。 

○ 地域コミュニティ組織、民間団体、行政等が連携するなどして、高齢者、

障害者、子育て世帯等が安心して暮らせる支援策の充実を図ります。 

○ 市営住宅の空き部屋等を活用し、コミュニティ活動の拠点となる施設等

を身近に設置するなど、活動を促進する環境づくりに努めます。 

 

(2) 市営住宅の利便性向上 

○ 郊外住宅団地の住環境改善のため、市営住宅のスリム化に伴う余剰地に

ついて、高齢者世帯や子育て世帯のために有効活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和４０年代に整備された郊外住宅団地（ニュータウン）において、

高齢化の進展や人口減少に伴い、地域のコミュニティが希薄化するな

ど、住環境の質の低下が懸念されるため、若年層を呼び込む取り組みや

生活を支援するサービスの提供が図られる取り組みを行い、住環境の向

上を図ります。 

目標８ 郊外住宅団地の住環境の向上 



２１ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 自然や歴史、都市景観を活かしたまちなみの形成 

○ 地区計画の策定、緑地協定や建築協定の締結等の制度に関する情報につ

いて周知を行うなど、地域性を活かした良好な住宅地の維持・形成の啓

発に努めます。 

○ 関係法令や「久留米市景観計画」などの計画に基づき、周辺のまちなみ

と調和した住宅の整備や緑化の推進、景観に配慮した公共施設、歴史景

観を活かしたまちづくりの推進等により、良好な景観形成を促進します。 

 

(2) 空き家を地域資源として活用したまちなみの形成 

○ 空き住宅や空き店舗等を活用して地域の新しい価値やまちなみの形成

に取り組む活動を促進し、住環境の向上を図ります。 

 

 

 

 

豊かな自然環境や貴重な歴史的資源等の保全、活用を図りながら、良

好な住環境を維持・形成するための取り組みを進めます。 

目標９ 良好なまちなみや景観の維持・形成 



 ２２ 

【 評価指標 】 

指標 現状値 目標値 

「その他空き家」の数 
平成２５年度 

５,３３０戸 

平成３０年度 

６,０００戸 

急増する空き家の抑制に資する取り組みの効果を示す指標として設定します。 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）   

指標 現状値 目標値 

募集した市営住宅の数 
平成２７年度 

１２０戸/年 

平成２８～３２年度 

１３０戸/年 

（６５０戸/５年） 

居住の安定確保を図るべき世帯に対する住宅供給の効果を示す指標として設定します。 

資料：市都市建設部住宅政策課    

指標 現状値 目標値 

高齢者が居住している住宅のうち 

一定のバリアフリー化が 

なされた住宅の割合 

平成２５年度 

４２.３％ 

平成３０年度 

５９.３％ 

住宅内における安全・安心の確保に資する取り組みの効果を示す指標として設定します。 

※一定のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差の解消 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）   

指標 現状値 目標値 

リフォーム等が施された 

住宅の数 

平成２５年度 

２０,０００戸 

平成３０年度 

２１,８４０戸 

既存住宅の質の向上に資する取り組みの効果を示す指標として設定します。 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）   

指標 現状値 目標値 

持ち家として取得された 

中古住宅の数 

平成２５年度 

７,７４０戸 

平成３０年度 

８,５７０戸 

中古住宅の流通促進に資する取り組みの効果を示す指標として設定します。 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）   

指標 現状値 目標値 

郊外住宅団地の居住環境向上に 

取り組む地域の数 

平成２３～２７年度 

１地域 

平成２８～３２年度 

３地域 

郊外住宅団地の活性化、住環境の向上を示す指標として設定します。 

資料：市都市建設部住宅政策課    

   



 ２３ 

第６章 計画の実現に向けて 

市民、住まいづくりに関わる民間事業者、行政等、あらゆる主体がそれぞ

れの役割を果たし、協働しながら計画の実現に向けて取り組んでいくため、

本計画の実現に向けての推進のあり方を示します。 

 

１ 市民、事業者等、市の役割分担 

市民、事業者、行政などが、それぞれの役割を認識し、お互い連携しなが

ら、「一人ひとりが愛着をもって住み続けたくなる」まちづくりを進めてい

くことが重要になります。 

以下に市民、事業者等、市の役割を示します。 

市民の役割 

市民は、住まい・まちづくりの主役としての役割を担

っています。そのため、市民一人ひとりは、まず、住ま

い・まちづくりに関心を持つことが大切であり、市や事

業者等との協働のもとで、まちづくりやコミュニティ活

動に主体的に取り組み、本市の魅力ある住まい・まちづ

くりに参画することとします。 

事業者等の 

役割 

住まい・まちづくりに関連する事業者や関連団体等

は、住宅市場に携わる立場として、専門性や技術力を活

かし、良質で多様な住宅・宅地を供給するよう努めると

ともに、市民への情報提供や相談などを主体的に実践し

ていく役割を担っています。そのため、市や市民との協

働のもとで積極的に施策に参画することとします。 

市の役割 

市は、本市の地域特性や市民ニーズ、社会経済情勢の

動きなどを的確に把握し、適切に進行管理を行うことに

より、本計画を実現化していく役割を担っています。そ

のため、国や福岡県等との協力体制の下で、様々な分野

との連携を図りながら、市民や事業者等の取り組みを促

進するために、支援や補完を行います。 

 



 ２４ 

２ 国や福岡県及び住宅関連事業者等との連携 

住宅施策の実効性を高めていくためには、国や福岡県及び住宅関連事業者

との連携を強化し、それぞれの役割分担を発揮していくことが重要です。そ

のため、国や福岡県及び住宅関連事業者と密に情報交換を行うなど連携しな

がら施策の推進に取り組みます。 

 

３ 庁内の横断的な連携 

施策の推進に当たっては、住宅施策のみを単独に考えるのではなくて、福

祉施策、子育て施策、環境施策やコミュニティ施策など様々な分野との綿密

な連携が必要不可欠であるため、庁内の横断的な連携により、総合的な施策

の推進に努めます。 



２５ 

用語解説 《50音順》 
 

 

 

【 あ行 】 

空き家 

   人が住んでいない等、使用されていない住宅。 

（参考） 

国が実施している住宅・土地統計調査における、空き家の種類は以下のとおり。 

① 二次的住宅：別荘及びたまに寝泊りする人がいる住宅 

② 賃貸用住宅：賃貸のために空き家になっている住宅 

③ 売却用住宅：売却のために空き家になっている住宅 

④ その他住宅：①～③のいずれにも該当しない住宅 

なお、「④その他住宅」は、「その他空き家」といわれることが多く、本計画において「そ

の他空き家」と記載しているものも「④その他住宅」を指す。 

エリアマネジメント 

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・

事業主・地権者等による主体的な取り組み。 

 

【 か行 】 

瑕疵担保責任 

契約の目的物に瑕疵（欠陥）があった場合に、これを補修したり、瑕疵に

よって生じた損害を賠償したりする責任。その責任の履行が確保されるよう

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が制定されている。 

協働 

市民、市民活動団体、地域コミュニティ組織、事業者、行政などが、お互

いの立場や特性を理解し尊重しながら、対等の立場で、それぞれの役割と責

任において、独自に、あるいは、連携・協力して、地域の課題解決や目標達

成に取り組むこと。 

建築協定 

建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するため、一定区域内の土

地所有者等全員の合意により、その地域内における建築物の敷地・位置・構

造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準について、建築基準法に基づ

き市長の認可を受けて締結される協定。 

 

 

 

 



２６ 

 

郊外住宅団地 

高度経済成長期において、急増する住宅需要に応えるため、行政の主導に

よって民間デベロッパーの参画を得、比較的中心部から離れた郊外に形成さ

れた住宅団地。ニュータウン。市内には高良内（青峰）、安武、長門石など

がある。 

 

【 さ行 】 

サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の基準により登録される、医

療・介護と連携し、高齢者の安心を支えるサービス（安否確認・生活相談）

を提供する、バリアフリー構造の賃貸住宅。市内にあるサービス付き高齢者

向け住宅の多くは、食事の提供などのサービスを実施しており、老人福祉法

に定める有料老人ホームにも該当する。 

指定管理者制度 

地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株

式会社をはじめとした営利企業・財団法人・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法

人）などの法人やその他の団体に包括的に代行させる制度。 

住宅の確保に特に配慮を要する者 

低所得者、被災者、高齢者、障害者、ひとり親の子育て世帯、ＤＶ被害者、

ホームレス等、住宅の確保を困難にする特別な事情を有する者。住宅確保要

配慮者。 

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業 

高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、空き家等を活用し

一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォーム等

に対して国が補助する制度。 

住宅ストック 

現存する全ての住宅。 

住宅セーフティネット 

住宅確保要配慮者など自力では住宅の確保が困難な者が、それぞれの所得、

家族構成、身体の状況等に応じた住宅を確保できるようにする、公営住宅を

はじめとした様々な仕組み。 

 



２７ 

 

住宅・土地統計調査 

住宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする

ことを目的として、総務省が５年毎に実施する統計調査。 

なお、本文で引用した数値は久留米市の調査結果を記載。 

住まいの健康診断 

売却予定の中古住宅に対して、建築士などの住まいの専門家が建物検査を

行い、建物の状態を明らかにすること。 

セーフコミュニティ 

「けがや事故などは、偶然の結果ではなく予防することができる」とい

う理念のもと、地域の実情をデータを用いて客観的に評価し、行政、関係

機関、市民、地域の団体・組織などが力をあわせて進める「安心して生活

できる安全なまちづくり」の取り組み。 

その他空き家 

住宅・土地統計調査における、空き家の種類のひとつである「その他住宅」

のこと。用語解説 25ページの「空き家」を参照。 

 

【 た行 】 

耐震診断や耐震改修 

建物について、築年や地盤の情報、壁の位置や屋根の仕様などを調査し、

地震に対する強さを総合的に診断することを耐震診断といい、その結果によ

って、強さが不足している部分に壁を新たに作ったり、接合部を強くしたり

する改修を耐震改修という。 

地域コミュニティ 

一定の地域に居住し、共同、帰属意識を持つ人々の集団。地域社会。 

地域生活拠点 

日常生活に必要な生活利便施設を集積し、日常生活圏の中心となる地域。 

地域包括ケアシステム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活

支援が一体的に提供される仕組み。 

 

 



２８ 

 

地域優良賃貸住宅 

民間の土地所有者等により供給される良質な賃貸住宅で、高齢者世帯、障

害者世帯、子育て世帯等地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯向

けの賃貸住宅。 

地区計画 

地域の実情に応じたまちづくりを進めるため、建築物に関するきめ細やか

なルールと、生活道路や小公園などの小規模な公共施設に関する計画を一体

的に定める地区レベルの都市計画。 

中心拠点 

高次都市機能（商業・業務・行政・交通・医療・福祉・教育・文化等）を

集積している本市の中心部 

ＤＶ 

ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）の略。配偶者間や

恋人同士等、親密な関係における身体的、精神的、性的、経済的、社会的暴

力等をいう。 

特定公共賃貸住宅 

地方公共団体が整備し、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好

な賃貸住宅。 

 

【 は行 】 

バリアフリー 

高齢者や障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となる、物理

的・社会的・制度的・心理的なバリアを除去しようとする考え方。 

 

【 や行 】 

家賃債務保証 

賃貸住宅の契約をするとき連帯保証人をつけることが難しい場合に、賃借

人が費用を払うことで一定期間の家賃の債務保証を行う制度。一般財団法人 

高齢者住宅財団が実施している。 

 

 

 



２９ 

 

ユニバーサルデザイン 

すべての人のためのデザイン。障害者や高齢者、外国人、男女などそれぞ

れの違いを越え、すべての人が暮らしやすいよう、まちづくり、ものづくり、

環境づくりなどを企画・設計すること。 

 

【 ら行 】 

ライフスタイル 

趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生活様式。 

ライフステージ 

    人の一生を年齢や家族構成の変化などで区切った、それぞれの生活段階。 

リフォームやリノベーション 

住宅の増改築や模様替え、修繕を行ったり、新築時の目的とは違う次元に

改修したりすること。 

 なお、目的を変えるための改修をリノベーションということが多い。 

リノベーション推進事業補助金 

若年世帯又は子育て世帯が行う既存住宅の子育て仕様への改修や親世帯

と子世帯が同居・近居を行うための改修に係る工事費用の一部を福岡県が補

助する制度。 

緑地協定 

「都市緑地法」に基づき、市街地の良好な環境を確保するため、土地所有

者などの合意により、現在ある緑の保全や緑化の推進を図ることを目的とす

る協定。 



３０ 

久留米市住生活基本計画検討委員会設置要綱   

 
 

（設置） 

第１条 この要綱は、市民が安心して生活できる住まいづくり・まちづくりを計画的、総合的に推

進していくことを目的に策定された久留米市住生活基本計画（以下、「基本計画」という。）の

見直しを検討するために設置する久留米市住生活基本計画検討委員会（以下、「委員会」という。）

について、必要な事項を定めるものである。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌する事項は、次のとおりとする。 

(1) 基本計画の見直しに関する事項 

(2) その他基本計画の推進に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 10名以内をもって組織する。 

 

（委員） 

第４条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市の区域内の公共的団体の役員および職員 

(3) 市職員 

(4) 前号に定めるもののほか、市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱の日から平成 28年３月 31日までとする。ただし、第２条に定める事務が

終了しないときは、その期間を延長することができるものとする。 

３ 第２条に定める事務が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会の運営を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め､意見及び助言

を聴取することができる。 

 

(委員の謝金並びに費用弁償の額) 

第７条 委員には、別表第１の区分により同表の中欄の謝金を支給する。 

２ 委員には、別表第１の区分により同表の右欄の費用弁償を支給する。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、都市建設部住宅政策課において処理する。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 
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 久留米市住生活基本計画検討委員会委員名簿 

久留米市住生活基本計画検討委員会の検討経過 

 

 

 
久留米市住生活基本計画検討委員会委員名簿平成 27年 12月 21日 委嘱 

名 前 所    属 役職等 備考 

大森 洋子 久留米工業大学建築・設備工学科 教授 委員長 

岡部 千鶴 
久留米信愛女学院短期大学 

ビジネスキャリア学科 
学科長  

鳥越 一郎 久留米商工会議所建設部会 議員   

新谷 憲悟 福岡県宅地建物取引業協会久留米支部 支部長   

中村 仁美 福岡県建築士会久留米地域会 副代表   

吉永 美佐子 
久留米市中心市街地活性化協議会 

街なか居住・福利向上部会 
部会長 副委員長 

漆原 数弥 久留米市社会福祉協議会地域福祉課 課長  

深井 敦夫 久留米市 副市長 平成 28年６月 30日まで 

森 望 久留米市 副市長 平成 28年７月１日から 

役職等は委嘱時を記載 

 

久留米市住生活基本計画検討委員会の検討経過 

開催時期 会 議 協 議 事 項 等 

平成 27年 

12月 21日 

第１回 

委員会 

久留米市住生活基本計画の見直しについて 

久留米市住生活基本計画の見直しスケジュール（案）について 

前期期間における数値目標の達成状況と評価について 

平成 28年 

４月 15日 

第２回 

委員会 

住生活基本計画（全国計画）について 

前期期間の評価と今後の課題について 

７月８日 
第３回 

委員会 
見直し骨子（案）について 

10月 13日 
第４回 

委員会 
久留米市住生活基本計画の見直し（案）について 

12月 27日 
第５回 

委員会 

パブリックコメントの結果報告について 

久留米市住生活基本計画（見直し版）について 

※パブリックコメントの実施：平成 28年 11月１日～11月 30日（30日間） 


